
 

「千葉県医療審議会運営要綱」の一部改正について 

 

 

１ 改正理由 

  平成３０年７月２５日に「医療法及び医師法の一部を改正する法律」が公布され

たことに伴い、地域医療対策協議会の役割が法律上、位置付けられた。 

同協議会を千葉県医療審議会 医療対策部会の機能の一部として明確化するため

所要の改正を行う。 

 

 

 

２ 改正内容 

部会の規定に、「併せて、医療対策部会は医療法第３０条の２３第１項に定める

地域医療対策協議会としての位置付けも有する。」、「ただし、医療対策部会にお

いて地域医療対策協議会としての協議を行なう場合は、別途規定するところによ

る。」を追加する。 

 

 

 

３ 施行日 

  平成３０年１２月１２日 
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医療法 （昭和二十三年法律第二百五号） 

 

第三十条の二十三 都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場（次項

において「地域医療対策協議会」という。）を設け、これらの者の協力を得て、救急医療

等確保事業に係る医療従事者の確保その他当該都道府県において必要とされる医療の確保

に関する事項に関し必要な施策を定めるとともに、同項各号に掲げる医師の確保を図るた

めに必要な事項について協議を行い、当該施策及び当該協議が調った事項について、公表

しなければならない。 

 一 特定機能病院 

二 地域医療支援病院 

三 第三十一条に規定する公的医療機関（第五号において「公的医療機関」という。） 

四 医師法第十六条の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定する病院 

五 公的医療機関以外の病院（公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定めるも 

のを除く。） 

六 診療に関する学識経験者の団体 

七 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する大学（以下単に「大学」 

という。）その他の医療従事者の養成に関係する機関 

八 当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人 

九 その他厚生労働省令で定める者 

 

２ 前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次に掲げる事項とす

る。 

一 医師が不足している地域における医師の確保に資するとともに、当該地域に派遣され 

る医師の能力の開発及び向上を図ることを目的とするものとして厚生労働省令で定める 

計画に関する事項 

二 医師の派遣に関する事項 

三 第一号に規定する計画に基づき医師が不足している地域に派遣された医師の能力の開 

発及び向上に関する継続的な援助に関する事項 

四 医師が不足している地域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項 

五 医師法の規定によりその権限に属させられた事項 

六 その他医師の確保を図るために必要な事項 
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千葉県医療審議会運営要綱（改正案） 

 
（目的） 
第１ この要綱は、医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号）に基づき、  

千葉県医療審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項

を定めることを目的とする。 
 
（会長及び副会長） 
第２ 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 
 ２ 会長は会務を総理する。 
 ３ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を行う。 
 
（会議） 
第３ 審議会は、会長が招集する。 
 ２ 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決を行うこと

ができない。 
 ３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、  

会長の決するところによる。 
 
（部会） 
第４ 審議会に次の表の左欄に掲げる部会を置き、それぞれ同表右欄に掲げ

る事項を調査審議する。 
併せて、医療対策部会は医療法第３０条の２３第１項に定める地域医

療対策協議会としての位置付けも有する。 
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医療法人部会 

医療法人の設立・解散・合併及び分割の認可等に

関する事項 
社会医療法人の認定等に関する事項 
地域医療連携推進法人の認定等に関する事項 

病院部会 病院の開設・増床等の取扱いに関する事項 
地域医療支援病院の名称の承認等に関する事項 

地域保健医療部会 千葉県保健医療計画に関する事項 

医療対策部会 地域における医師等の確保に関する事項 

２ 審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じて

その他の部会を置くことができる。 
 ３ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長及び会長が指名した者と  

する。 
   なお、千葉県組織規程第１４６条第２項の定めによる補欠委員は、前

任者が所属していた部会に属するものとする。 
４ 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び専門委員の互選により定

める。部会長は、部会の会務を総理する。 
  なお、部会長に事故があるときは、部会員のうちから互選された者が

その職務を行う。 
 ５ 第３の規定は、部会に準用する。この場合において「審議会」とある  

のは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは

「委員及び専門委員」と読み替えるものとする。 
    ただし、医療対策部会において地域医療対策協議会としての協議を

行なう場合は、別途規定するところによる。 
 ６ 部会における決議は、これを審議会の決議とする。ただし、部会長が  

必要と認めたときは審議会に付するものとする。 
 
（庶務） 
第５ 審議会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。 
   なお、医療法人部会、病院部会及び医療対策部会の庶務は、健康福祉

部医療整備課において処理する。 
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（雑則） 
第６ 以上のほか、議事の手続き、その他審議会の運営に関して必要な  

事項は、会長が定める。 
 
 附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、昭和６３年１１月４日から施行する。 
２ この要綱は、平成４年７月７日から施行し、平成４年４月１日から適用

する。 
３ この要綱は、平成６年１１月２１日から施行する。 
４ この要綱は、平成９年３月１７日から施行する。 
５ この要綱は、平成１１年９月１７日から施行する。 
６ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 
７ この要綱は、平成１８年１２月２７日から施行する。 
８ この要綱は、平成２８年１１月２２日から施行する。ただし、第４の医

療法人部会の調査審議事項のうち、地域医療連携推進法人の認定等に関す

る事項は平成２９年４月２日から施行する。 
９ この要綱は、平成２９年９月７日から施行する。 
10 この要綱は、平成３０年１２月１２日から施行する。 
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新旧対照表 

 

○千葉県医療審議会運営要綱 

 

新 旧 

 

（目的） 

第１ この要綱は、医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号）に基づき、  

千葉県医療審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項 

を定めることを目的とする。 

 

（会長及び副会長） 

第２ 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

 ２ 会長は会務を総理する。 

 ３ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を行う。 

 

（会議） 

第３ 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決を行うこと 

ができない。 

 ３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、  

会長の決するところによる。 

 

（部会） 

第４ 審議会に次の表の左欄に掲げる部会を置き、それぞれ同表右欄に掲げ 

る事項を調査審議する。 

併せて、医療対策部会は医療法第３０条の２３第１項に定める地域医

療対策協議会としての位置付けも有する。 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第１ この要綱は、医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号）に基づく、  

千葉県医療審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項 

を定めることを目的とする。 

 

（会長及び副会長） 

第２ 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

 ２ 会長は会務を総理する。 

 ３ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を行う。 

 

（会議） 

第３ 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決を行うこと 

ができない。 

 ３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、  

会長の決するところによる。 

 

（部会） 

第４ 審議会に次の表の左欄に掲げる部会を置き、それぞれ同表右欄に掲げ 

る事項を調査審議する。 
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新 旧 

 

医療法人部会 

医療法人の設立・解散・合併及び分割の認可等に

関する事項 

社会医療法人の認定等に関する事項 

地域医療連携推進法人の認定等に関する事項 

病院部会 
病院の開設・増床等の取扱いに関する事項 

地域医療支援病院の名称の承認等に関する事項 

地域保健医療部会 千葉県保健医療計画に関する事項 

医療対策部会 地域における医師等の確保に関する事項 

  

２ 審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じて 

その他の部会を置くことができる。 

 ３ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長及び会長が指名した者と  

する。 

   なお、千葉県組織規程第１４６条第２項の定めによる補欠委員は、前 

任者が所属していた部会に属するものとする。 

４ 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び専門委員の互選により定 

める。部会長は、部会の会務を総理する。 

なお、部会長に事故があるときは、部会員のうちから互選された者が、

その職務を行う。 

 ５ 第３の規定は、部会に準用する。この場合において「審議会」とある  

のは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは

「委員及び専門委員」と読み替えるものとする。 

  ただし、医療対策部会において地域医療対策協議会としての協議を行

なう場合は、別途規定するところによる。 

 ６ 部会における決議は、これを審議会の決議とする。ただし、部会長が  

必要と認めたときは審議会に付するものとする。 

 

（庶務） 

第５ 審議会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。 

   なお、医療法人部会、病院部会及び医療対策部会の庶務は、健康福祉 

部医療整備課において処理する。 

 

医療法人部会 

医療法人の設立・解散・合併及び分割の認可等に

関する事項 

社会医療法人の認定等に関する事項 

地域医療連携推進法人の認定等に関する事項 

病院部会 
病院の開設・増床等の取扱いに関する事項 

地域医療支援病院の名称の承認等に関する事項 

地域保健医療部会 千葉県保健医療計画に関する事項 

医療対策部会 地域における医師等の確保に関する事項 

  

２ 審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じて 

その他の部会を置くことができる。 

 ３ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長及び会長が指名した者と  

する。 

   なお、千葉県組織規程第１４６条第２項の定めによる補欠委員は、前 

任者が所属していた部会に属するものとする。 

４ 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び専門委員の互選により定 

める。部会長は、部会の会務を総理する。 

なお、部会長に事故があるときは、部会員のうちから互選された者が、

その職務を行う。 

 ５ 第３の規定は、部会に準用する。この場合において「審議会」とある  

のは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは

「委員及び専門委員」と読み替えるものとする。 

 

 

 ６ 部会における決議は、これを審議会の決議とする。ただし、部会長が  

必要と認めたときは審議会に付するものとする。 

 

（庶務） 

第５ 審議会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。 

   なお、医療法人部会、病院部会及び医療対策部会の庶務は、健康福祉 

部医療整備課において処理する。 
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新 旧 

 

（雑則） 

第６ 以上のほか、議事の手続き、その他審議会の運営に関して必要な事項 

は、会長が定める。 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、昭和６３年１１月４日から施行する。 

２ この要綱は、平成４年７月７日から施行し、平成４年４月１日から適用 

する。 

３ この要綱は、平成６年１１月２１日から施行する。 

４ この要綱は、平成９年３月１７日から施行する。 

５ この要綱は、平成１１年９月１７日から施行する。 

６ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

７ この要綱は、平成１８年１２月２７日から施行する。 

８ この要綱は、平成２８年１１月２２日から施行する。ただし、第４の医 

療法人部会の調査審議事項のうち、地域医療連携推進法人の認定等に関す

る事項は平成２９年４月２日から施行する。 

９ この要綱は、平成２９年９月７日から施行する。 

10 この要綱は、平成３０年１２月１２日から施行する。 

 

 

 

（雑則） 

第６ 以上のほか、議事の手続き、その他審議会の運営に関して必要な事項 

は、会長が定める。 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、昭和６３年１１月４日から施行する。 

２ この要綱は、平成４年７月７日から施行し、平成４年４月１日から適用 

する。 

３ この要綱は、平成６年１１月２１日から施行する。 

４ この要綱は、平成９年３月１７日から施行する。 

５ この要綱は、平成１１年９月１７日から施行する。 

６ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

７ この要綱は、平成１８年１２月２７日から施行する。 

８ この要綱は、平成２８年１１月２２日から施行する。ただし、第４の医 

療法人部会の調査審議事項のうち、地域医療連携推進法人の認定等に関す

る事項は平成２９年４月２日から施行する。 

９ この要綱は、平成２９年９月７日から施行する。 
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